
（課税事業者用） 

業務委託契約書 

 

 生まれてくる子どもの先天性風しん症候群の発生を防ぐために、妊娠を希望する女性やその配偶者等

を対象とした無料の風しん抗体検査（以下「検査」という。）を実施し、ワクチン接種の必要性を判断で

きるようにすることを目的として、鹿児島県（以下「甲」という。）と 

 

 

（以下「乙」という。）との間において、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第１条 甲は、検査の業務を乙に委託する。 

（委託期間） 

第２条 委託契約の期間は、令和  年  月  日から令和  年３月 31 日までとする。 

２ 契約期間満了の 30日前までに、甲又は乙から契約を解除する旨の申し出がないときは、更新され 

たものとみなし、次の１年間存続するものとする。ただし、予算の削減があった場合はこの限りでは

ない。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、「鹿児島県風しん抗体検査事業実施要綱」に基づき、受託業務を実施するものとする。 

（業務委託料） 

第４条 検査は、ＥＩＡ法又はＨＩ法のいずれかを用いて行うものとし、それぞれの単価は医科診療報 

酬点数表に基づき算定された額とする。（単価には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 

２ 単価については、「鹿児島県風しん抗体検査事業実施要綱」に定める額とする。 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は免除する。 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務を再委託してはならない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 

（検査） 

第８条 乙は、委託業務が終了したときは、遅延なく、甲に対して県が示した様式により報告しなけれ

ばならない。 

２ 甲は、前項の書面を受理したときは、委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。 

（業務委託料の支払い） 

第９条 乙は、前条第２項の規定による検査の合格通知を受けたときは、甲に対し業務委託料の請求を

県が示した様式により行うものとする。 

２ 甲は、前項の書面を受理したときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払うものとする。 

（契約の解除） 

第10条 甲乙いずれかが、この契約に基づく義務に違反した場合は、甲乙いずれもこの契約を解除する

ことができる。 

（個人情報の保護） 

第11条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（契約に関する解決等） 

第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については、甲乙協議して定めることと

する。 

  この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

   令和  年  月  日    

甲  鹿児 島県 

                    契約担当者 鹿児島市鴨池新町 10番１号 

                          鹿児島県知事  

 

乙  住   所 

                    氏   名 



 
別記  

個人情報取扱特記事項 
  （基本的事項） 
第１  乙は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき個人情報（個人に関する情報で
あって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この
契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に
行わなければならない。 
  （秘密の保持） 
第２  乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
２  乙は、この業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対して、在職中及び退職後において、こ
の契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな
らないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人
情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
  （保有の制限等） 
第３  乙は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとと
もに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
２  乙は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得す
るときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。 
  （適正管理） 
第４  乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報
の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
  （利用及び提供の制限） 
第５  乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目
的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 
 （持ち出しの禁止） 
第６ 乙は、甲の指示があるときを除き、乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所そ
の他の場所から個人情報を持ち出してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 
第７  乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報
が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
 （再委託の禁止） 
第８  乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者（受注者の子会社
（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する 子会社をいう。）を含む。）に委託し、
又は請け負わせてはならない。なお、再委託先 が再々委託を行う場合以降も同様とする。  
２ 乙は、正当な理由により前項の承認を得た場合は、前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守さ
せるとともに、甲に対して、前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 
（派遣労働者等の利用時の措置） 
第９ 乙は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正

社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 
２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 
（資料等の返還等） 
第 10 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した
個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に
指示したときは、その指示に従うものとする。 
２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実

かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 
 （報告義務）  
第 11 乙は、甲から求めがあったときは、この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。 
 （事故報告） 
第 12  乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告
し、甲の指示に従わなければならない。 
 （監査及び実地調査） 
第 13  甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の 状況について、こ
の契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙に対して、監査又は随
時、実地に調査することができる。 
  （指示） 
第 14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適
当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができ、乙はこれに従わなければならない。 
  (契約解除及び損害賠償) 
第 15  甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償
の請求をすることができる。 
２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲に対して、その損害の賠償
を求めることはできない。 

 （漏えい等が発生した場合の責任） 
第 16 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事態が発生した場合におい
て、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならな
い。 

 
 

 
 


